
岩手河川国道事務所
水沢国道維持出張所

平成30年1１月 1日

国土交通省
東北地方整備局

国道４号 一関市（宮城県境）～花巻市（二枚橋）までを管理しています
水沢国道維持出張所

〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字車堂79
TEL：0197-24-2187 FAX：0197-24-1289

水国だより

★お問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所道路管理第一課 TEL（０１９）６２ ４－ ３２ ８９

国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所水沢国道維持出張所 TEL（０１９７）２ ４－ ２１ ８７

日 本 道 路 交 通 情 報 セ ン タ ー （ 岩 手 セ ン タ ー ） TEL（０５０）３３６９－６６０３

※通行の際は交通誘導員の指示に従い通行されるよう、お願いいたします。

その他、天候等により規制日時等が延伸する場合があります。

国道４号奥州市前沢

古城字丑沢地内の丑沢

橋と、国道４号奥州市

前沢田中地内の前沢南

跨線橋において、橋梁

補修を行うため、通行

規制「終日片側交互通

行」等を行います。

ご迷惑をおかけしま

すが、ご協力をお願い

いたします。

規制場所 規制内容・期間 迂回路

①丑沢橋
（奥州市前沢古城字丑沢地内）

終日片側交互通行
平成30年11月5日(月)9時00分から平成30年11月19日(月)16時00分まで

県道106号、
243号線（旧国
道4号）等

②前沢南跨線橋
（奥州市前沢田中地内）

昼間（９時から１６時まで）片側交互通行
平成30年11月5日(月)から平成30年11月17日(土)まで（11月10、11日は除く）
終日片側交互通行
平成30年11月19日(月)9時00分から平成30年12月27日(木)16時00分まで

県道243号線
（旧国道4号）
等

通行規制箇所
②前沢南跨線橋

通行規制箇所
①丑沢橋
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この地図は、国土地理院長の承諾を得て､
同院発行の電子地図（タイトル）を複製した
ものである。
【承認番号 平30東複、第23号】

至：盛岡

至：仙台


